
令和 7年度版

環境省　環境再生・資源循環局　廃棄物規制担当参事官室
経済産業省　GXグループ　資源循環経済課







有害廃棄物等の発生抑制及び国内処理の原則

有害廃棄物等を輸出する際の輸出国・通過国への事前通告、同意取得義務

不法取引が行われた場合等の輸出者による再輸入義務等

移動書類の携帯等

（2025 年 3月現在）











産業廃棄物であれば事業者（自らその産業廃棄物を輸出

するものに限る。）であること等についてチェックすることとなっています。
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再生利用等目的輸入事業者（バーゼル法第14条第1項）

再生利用等事業者（バーゼル法第15条第1項）











バーゼル法・廃棄物処理法の規制について

（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県）

（北海道）

（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び静岡県）

（富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県及び三重県）

（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県）

（鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県）

（徳島県、香川県、愛媛県及び高知県）

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県）

バーゼル法の規制について

bzl-basel@meti.go.jp

■公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 バーゼル法事前相談担当【事前相談窓口】

メタル・スクラップ、プラスチック・スクラップ (※)、使用済バッテリー（鉛バッテリーを除く）、廃触媒及び中古品（家電、
自動車部品等）の輸出入に限ります。
※：メタル・スクラップ：鉄、アルミ、銅等の単体金属、又はミックスメタル（自動車部品、電気・電子部品の屑等を含む）
プラスチック・スクラップ：ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル等
電子メール：basel@sanpainet.or.jp

■経済産業省　GXグループ　資源循環経済課

環境省　環境再生・資源循環局　廃棄物規制課／経済産業省　GXグループ　資源循環経済課（2026年３月）

kinki-junkan@env.go.jp
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